
平成 21 年 9 月 16 日 
 
 

株式会社 TOKYO AIM 取引所によるパブリック・コメントの実施について 
 
 

平素は、当取引所の市場運営にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。 
当取引所は、株券等の５日目決済及び期間売買停止の廃止に伴う取引所規則の一部改正を

行う予定です。概要は以下のとおりです。 
 
制度要綱「株券等の５日目決済及び期間売買停止の廃止について」（別紙参照） 
 
当該制度要綱についてのご意見等は、会社名、氏名、郵便番号、住所、電話番号、メール

アドレス等のご連絡先を明記の上、下記の要領で、平成 21 年 10 月 15 日（木）までにご提

出ください。 
当該制度要綱は、当取引所ホームページ http://www.tokyo-aim.com/において掲載しており

ます。 
 

記 
 
1． ご意見の提出期限 

 平成 21 年 10 月 15 日（木）※郵送の場合は当該日必着 

2． ご提出方法 
 電子メール、郵送、ファクシミリ 
 

3． 宛 先  
 ・電子メールアドレス： regulation@tokyo-aim.com 
 ・住       所： 〒103-0026 

東京都中央区日本橋兜町 2-1 
東京証券取引所ビル 7 階 自主規制グループ 

 ・F A X 番 号： 03-5652-9847 

4． ご意見に対する回答方法 
  提出された意見を考慮して最終的な意思決定を行います。提出された意見について

は、適宜整理したうえ、これに対する当取引所の考え方を併せて、平成21年10月16日（金）

以降、当取引所ホームページhttp://www.tokyo-aim.com/において公表します。 
なお、提出された意見を公表する際には、原則として、法人・団体名等の個別名を明

示することとします（ただし、個人の方については、「個人」と記載します）。また、提

出された意見については、個別には回答はいたしません。 
 
 

以 上 
 
 

[利用目的] 本書類に記載の個人情報は、本件パブリック・コメントのために使用することを目的とし

て提供を受けるものであり、それ以外の目的には利用いたしません。 
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株券等の５日目決済及び期間売買停止の廃止について 

 

平 成 ２ １ 年 ９ 月 １ ６ 日 
株式会社 TOKYO AIM 取引所 

 
Ⅰ 趣旨 
 現在、有価証券の普通取引においては、原則として売買日から起算して４日目の日に決済を行う取扱い（以下「４日目決済」といいます。）としていま

すが、基準日等が設定される場合には、株主確定等のため、売買日から起算して５日目の日に決済を行う取扱い（以下「５日目決済」といいます。）とし

ています。しかし、株券電子化により株券の名義書換が不要となるなど、基準日等の日に決済を行うことが可能となっています。 

また、株券電子化前においては株式併合又は株式分割に伴い株券提出が行われる場合には、価格形成上の問題及び受渡し事務上の問題を回避するため、

売買停止（以下「期間売買停止」といいます。）が行われてきましたが、株券電子化後は株券提出は行われないこととなります。 

このたび、証券取引の清算・決済システムに関する合同ワーキング・グループ（※）において、平成２１年１１月を目標として廃止の準備を進めるべき

との検討結果が取りまとめられたことを踏まえ、当取引所において所要の制度改正を行うこととします。 

 

（※）証券取引の清算･決済システムの継続的な改善を図るため、清算･決済制度のインフラストラクチャーを担う機関である株式会社日本証券クリアリング機構、株式会社証券保

管振替機構及び株式会社東京証券取引所が合同で設置したワーキング･グループ。上記機関３社のいずれかの参加者である証券会社、金融機関１４社がメンバーとなっている。 

 

Ⅱ 制度概要 
項 目 内 容 備 考 

１．株券等の５日目決済

の廃止について 
 

・ 内国株券、新株予約権証券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券、

受益証券発行信託の受益証券、外国株券、外国新株予約権証券、外国投資

信託受益証券、外国投資証券、外国受益証券発行信託の受益証券及び外国

株預託証券の普通取引について、５日目決済を廃止し、４日目決済に一本

化することとします。 
 

・ 普通取引について、配当落又は権利落とする

期日は、権利確定日の２日前（休業日を除き

ます。以下日数計算において同じ。）の日（権

利確定日が休業日に当たるときは、権利確定

日の３日前の日。）とします。 
・ 株式併合等により株式数が増減する場合の

権利確定日に株式会社証券保管振替機構（以

下「保振」といいます。）において行われて

いる振替制限は撤廃され、また増減後の株式

数の申告（新株式数申告）の端末入力時限の

延長が検討される予定です。 
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項 目 内 容 備 考 
・ 合併、株式移転、株式交換又は会社分割によ

り上場廃止となる場合の上場廃止日は効力

発生日の３日前の日とします。 
２．期間売買停止の廃止

について 
 
 
 

・ 株式（優先出資、受益権及び投資口を含む。）の併合又は株式の分割

等と同時に単元株式数が増加する場合若しくは単元株式数についての定

款の定めが設けられる場合に行っている期間売買停止を廃止することと

します。 
 
 

・ 現在期間売買停止の期間は、株式併合等の効

力発生の日の４日前の日から効力発生の日

の前日までとしています。 
・ 株式併合等の効力発生の日の 3 日前の日に

おける普通取引の基準値段は、株式併合等の

比率にしたがって調整された値段、当日決済

取引の基準値段は、調整前の値段となりま

す。 
３．その他 ・ その他所要の整備を行います。  
 
Ⅲ 実施時期 
 平成２１年１１月１６日に実施予定です。 

 
以  上 
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